
 

令和 4 年度 事業報告                           

１．事務局 

豊島修練会は、財団法人から公益財団法人に移行して 11 年を経過した。公益財団

法人として大事にしていることは、本法人を構成している一人一人が設立目的を十

分に認識し、法人自治と自己責任経営を軸に公益目的事業を推進し、その目的の実

現を図っていくことである。  

今後も法人自治と自己責任経営を軸に公益目的事業を推進し、この法人の目的の

実現を図っていくために、引き続き次の諸点に力を入れていく。  

まずは、事務局のメンバーが公益目的事業の具現化に各人の能力を発揮し、協力

し合い、評議員会ならびに理事会と連携していく。  

次に、評議員・理事・監事及び評議員会・理事会がそれぞれ独自の機能を発揮し

つつ連携して、ガバナンス（機関運営）をより確固たるものとする。そして、法令

や本法人の定款、規則・規程に基づいたコンプライアンス (法令遵守・規範遵守 )を保

ちつつ、日々堅実に実践していくことが重要である。  

これらのことを通して、一館二荘の施設・設備に必要な補修を施すなど、適正な

管理・運営を進め、本法人の趣旨の周知と利用者の拡大を図っていく。  

 

事務局が令和 4 年度に推進した主な事柄は、次の通りである。  

（１）令和 3 年度における豊島修練会の業務、各会計の処理、財産の運用などに

ついての監査を令和 4 年 5 月 15 日（日）に実施した。  

（２）第 21 回定時理事会が令和 4 年 5 月 28 日（土）に実施され、議題として令

和 3 年度の事業報告及び決算の承認、第 11 回定時評議員会の日時・場所・目

的であるする事項の決定などが取り上げられた。  

（３）第 11 回定時評議員会が令和 4 年 6 月 12 日（日）に実施され、この会の目

的である事項として、令和 3 年度の事業の報告、決算の承認等の決定が行われ

た。  

（４）令和 3 年度事業報告及び決算にかかわる書類などを令和 4 年 6 月 27 日（月）

付で内閣府に電子提出した。  

（５）第 22 回定時理事会を令和 5 年 2 月 18 日（土）に実施し、職務報告の後、

議事としては、令和 5 年度事業計画案、収支予算案のほか、監事・理事候補者

推薦員会の外部委員の選任や理事からの委員の選任、第 11 回臨時評議員会の

日時・場所・目的である事項の決定、東京都への保全緑地の買い取りなどが取

り上げられた。  

（６）第 11 回臨時評議員会を令和 4 年 3 月 5 日（日）に実施し、職務報告、令和

5 年度の事業計画、収支予算などの報告があり、議事としては、監事・理事候

補者推薦員会や評議員選定委員会の評議員からの選任、東京都への保全緑地の

買い取り要請などが取り上げられた。  

（７）令和 5 年度の事業計画書、収支予算書、資金調達  及び設備投資の見込みを

記した書類、第 22 回定時理事会の議事録、第 11 回臨時評議員会議事録などを

令和 5 年 3 月 23 日（木）付で内閣府に電子提出した。  

（8）本法人の経理的基盤の安定化のために、利用者の増大に努めるとともに、的

確に無駄のない経費の節減を進めた。  
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（9）公益目的事業を円滑に展開していくために、職員同士はもとより職員と利用

者等との間における適時適切な報告・連絡・相談の実践に努めた。  

（10）不特定多数の方々への広報活動として、広報誌「かけはし」の発行の他、  

「利用案内のしおり」「ちらし」などを作成配布し、本法人が行っている事業に

ついて広く PR に努めた。  

 

２．成美教育文化会館を活用した事業（公益目的事業１） 

会館は、地域社会における不特定多数の人の教育・文化・福祉の向上及び地域社

会の健全な発展に寄与することを目的とした公益目的事業を行った。 

（１）貸室事業の推進  

利用状況はすっかりコロナ以前に戻った感がある。全体の平均稼働率は、36.4％で昨

年度の 30.5％から大幅に回復した。（次ページの表参照）。令和 4 年度は、後半に向かっ

て新型コロナウィルス感染が収束に向かったことにより、これまで控え気味であった利

用が一気に増加した。特にホールを使った大きなイベントと音楽室での活動の増加が目

立った。また、子育てする若いお母さん方が気軽に集まれる場所として、また、イベン

ト主催者の昼食、休憩場所として和室や茶室の利用もかなり増えた。  

 

（２）各種活動への支援  

ホールやギャラリースペース、研修室などでの活動の内容をホームページで紹介

したり、リーフレットとして配布したりして、いつどのような内容のものを実施し

ているかを不特定多数の人々に知らせるようにした。  

①  文化・芸術の振興を目的とする活動 (講演会、音楽会、絵画展、写真展、  

その他の文化的発表会など ) 

②  福祉の増進を目的とする活動（懇談会、研修会、健康診断など）  

③  健全な発達・育成を目的とする活動（ダンス、日本舞踊、茶道、体操、音  

 楽会、発表会、料理教室など）  

④人間性の涵養を目的とした活動（絵画、彫刻、俳句、短歌、水墨画、合唱、  

囲碁・将棋、書道など） 

（３）主催・共催事業の開催推進  

○映画会  

   新型コロナウィルス感染の広がりから、しばらく開催が見送られてきたが、よう

やく 3 年半ぶりに映画会を開催することができた。作品の用意、ちらしの作成、

当日受付などを稲門会が、会場や機器の準備などを会館が行い、共催で無料映画

会を１回実施した。  

  【第 1 回】令和 5 年 3 月 2 日（木）午後 2 時～4 時 「鉄道員」  約 200 名  
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（４）事業のための基礎の充実  

① 経理的基礎  

・ 各月の経理状況を比較・検討し、複数の担当者（経理担当理事、吉田税務会  

計事務所税理士）がかかわり、財務基盤の明確化と経理処理の適正化を図った。  

  ・ 安全性を確保 施設・設備の計画的改修・修繕 するために、必要な予算を計上

し計画的に執行した。  

・ 諸経費を計り、算出を見通すとともに、定款に定められた必要な経理情報を、

ホームページを通して開示した。  

② 技術的能力  

・ 貸室事業については、受付事務を当会館窓口に一本化することにより、受付

の重複がないようにするともに、ホール、ギャラリースペースについては 1 年

前、その他の部屋については 6 か月前から受付を行い、計画的な利用ができる

ようにした。また、ホームページに掲載している空き室状況を毎日更新し、利

用者の便宜をはかり、利用率の向上に努めた。  

・ 利用者が多い金・土・日については、戸田ビルパートナーズに依頼して、技

術員を常駐させるとともに、他の曜日についても、必要に応じて勤務日の振替

えを活用するなどして技術員をおくことにより、利用者が安心して当会館を利

用できるようにした。  

・ 年間を通して計画的に安全点検や施設の維持管理を行うとともに、修理、補

充、更新を計画的に行い、安全で機能的な施設を利用できるようにした。また、

年間を通して計画的に美化・清掃に努めるとともに、毎日の定期的な清掃と、

使用後の清掃の励行に努め、安全で清潔な施設を貸与できるようにした。  

・ 安全・安心・快適・節約にかかわり以下の事業を実施した。改築後 25 年以上  

を経過して、多岐に渡って修理・更新する必要がでてきている。  

【修繕・更新】  ○玄関・教育センターダウンライト修理  

○ホール一部椅子の張替え  

○ホール入口扉修理  

 ○1F・2F トイレ照明、大研修室・研修室 1・2・音楽室 1・2・

プレイルーム照明 LED 化工事  

○ホール舞台バトン修理  

○B1・1F・5F トイレ便座交換  

○玄関前床板修理  

○料理室温水器フィルター清掃     

○WiFi 配線工事  

○料理室・茶室水栓交換工事    

○消防施設不具合箇所交換  

        ○ホール舞台照明更新工事  

○駐車場一部修理  

【節電の実施】  ◆廊下の電灯を一部消灯 (活動に支障のでない程度 )  

◆洗面室の常時温水供給を停止  

◆冷房の 28 度徹底の呼びかけ  
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【感染対策の実施】   ◆アルコール消毒、体温測定  

◆３密にならないよう、廊下等の椅子の適宜撤去  

◆湯茶器具の使用禁止         

◆アクリルパーテーションの設置 等  

 

３．臨海学寮・林間学寮を活用した事業（公益目的事業２）  

(１ )  宿泊施設の貸室事業の推進  

新型コロナウィルス感染の状況が緩和され、通常通りの貸室事業を開始した。感染

予防に十分配慮して開荘した。利用する団体によっては、一部屋あたりの利用人数を

減らしたり、活動内容を変更したりして実施した。どの団体もコロナの影響も少なか

らずあったが 3 年ぶりの活動だったので、荘での活動を満喫できたようだ。個人の利

用も回復しつつあり、結果として一宇荘は小学校が１校、野球チームが１団体、大学

の研修が１団体、７家族、至楽荘は小学校が１０校、中学校が１校、その他３団体、

35 家族が利用した。利用合計は延べ 4491 人と昨年の 10 倍近くに増えたが以前のよ

うな内容にはまだ届かない。コロナウィルス感染の状況によって団体のキャンセル

が見られた。    

（平成２４～令和 4 年度の貸室の状況）  

学 寮 利用者数 延べ人数 

 

 

 

二荘利用者の 

延べ人数の合計 

H24  ７１０５人 

H25  ７４３４人 

H26  ７４２８人 

H27  ７０１７人 

H28  ７０６５人 

H29  ７０５０人 

H30  ７１４７人 

R1  ６６１８人 

R2    ６８人 

R3   ４２８人 

R4  ４４９１人 

 

臨海学寮 

(至楽荘) 

H24 年度  ２１４９人 ４８９１人 

H25 年度  ２１６３人 ５３０３人 

H26 年度  ２５００人 ５４５８人 

H27 年度  ２３４８人 ５４３９人 

H28 年度  ２０９４人 ５４５２人 

H29 年度  ２０３４人 ５４７７人 

 H30 年度  ２２５４人 ５３２１人 

R 1 年度  ２０７５人 ４９８６人 

R 2 年度  ５４人 ６８人 

R 3 年度  ２３４人 ４０９人 

 R 4 年度  ８４１人 ３４２４人 

 

林間学寮 

(一宇荘) 

H24 年度  ７６６人 ２２１４人 

H25 年度  ７２６人 ２１３１人 

H26 年度  ６８６人 １９７０人 

H27 年度  ５３６人 １５７８人 

H28 年度  ５５９人 １６１３人 

H29 年度  ６１４人 １５７３人 

 H30 年度  ６２８人 １８２６人  

 R 1 年度  ５６０人 １６３２人  

 R 2 年度  ０人 ０人  

 R 3 年度  １３人 １９人  

 R 4 年度  ３９９人 １０６７人  



[5] 
 

(２ ) 各種活動に対する支援（団体利用者・一般利用者、宿泊訓練・野外活動等）  

  ・学寮のある千葉県勝浦市や長野県茅野市には、担当者が出向き、地元関係機関  

との連携をとった。（団体の利用時には、活動状況を視察するために出向いた。）  

 

(３ ) 主催・共催事業の推進  

コロナ感染拡大の状況から一般の利用は可能にしたが、主催事業として利用者が

密になると思われる自然体験教室は令和 4 年度も中止した。  

 

(４ )  事業推進のための基礎の充実  

①  経理的基礎  

・公益目的事業２の運営に、寮費、賛助会員の入会金と年会費を当てた。本年度の  

賛助会員は、前期 617 人・後期 613 人で当初予定していた会員数より減少した。  

・共通会計より資金を繰り入れ、（冷凍冷蔵庫、食洗器等）を更新した。  

・経理処理は、豊島修練会事務局の経理担当理事と吉田税務会計事務所税理士が連  

携して担当し、複数体制で内容確認を行った。  

・予算、決算ともに、開示対象として、ホームページにも公開している。  

②技術的能力  

・貸室事業については、豊島修練会事務局の職員が担当し、運営管理した。ホーム  

ページで空き室状況を表示し、メールでの予約ができるようにしている。  

・学寮としての適切な管理にあたるため、管理人（至楽荘：栗原徳雄、一宇荘：  

今井美富士）を配置している。  

・経年劣化した箇所を修繕・更新した。  

 定期的な設備管理 修繕・更新など 

臨 海 学 寮

（至楽荘） 

◇消防設備保守点検 

◇貯水槽清掃・水質検査 

◇浄化槽保守点検、汚泥抜き 

◇害虫駆除 

◇厨房内の清掃 

・浄化槽ポンプ制御盤の修繕 

・シャワー水栓取替 

・冷凍冷蔵庫の更新 

・食堂、ボイラー室換気扇取替工事 

・玄関シロアリよる破損個所の修復工事 

 

林間学寮 

（一宇荘） 

◇高架水槽清掃 

◇消防用設備保守点検 

 

・休憩室のトイレ修繕 

・天井・壁・非常階段の補修 

・食堂電灯、LＥＤに交換 

・食洗器の更新 

・浴室タイルの貼り替え 

・貯水タンクの整備（バルブ交換、残量

計の設置）他 

 

・非常用としてそれぞれの学寮に利用人数に応じた保存用ビスコを購入した。  

・一宇荘での活動の幅を広げるために、無線ルーター購入して、団体での Wifi を使

った活動を可能にした。  
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４．成美教育文化会館の一部の賃貸事業（収益目的事業１） 

地域社会における不特定多数の人の教育、文化及び福祉の向上、及び地域社会の健全

な発展に寄与することを目的とした公益目的事業活動を安定的に維持していくため、収

益目的事業を行った。  

 (１ ) 成美教育文化会館の一部を長期に渡って貸し出している団体や法人  

①平日午前中のホールを、学校法人なでしこ学園に貸与し、なでしこ学園は体育  

的活動や行事等で使用している。  

②4 階東側部分を教育センターとして東京都東久留米市に貸与し、東久留米市は  

   事務室、教育相談室、適応教室、教育相談などに使用している。  

③1 階受付横の小部屋を株式会社クルメディアに貸与し、クルメディアは FM 局  

「TOKYO 854」のスタジオとして使用している。  

   ④5 階西側部分を進学塾エッセンシャルアカデミーに貸与し、エッセンシャルア  

カデミーは小・中学生の進学塾教室として使用している。  

⑤4 階西側部分を４ｔｕｎｅ株式会社に貸与し、４ｔｕｎｅは事務所として使用し 

ている。 

⑥5 階東部分を日機装エイコー株式会社に貸与し、日機装エイコーは事務所とし

て使用している。  

(２ ) 賃貸料の活用  

  成美教育文化会館の賃貸で得た料金は、会館の利用者一人一人が安全で有益な

活動ができるようにするための、施設・設備などの維持・管理に活用した。  

(３ ) 今後の課題  

   貸与先の要望も取り入れながら、セキュリティ等のトラブルが起きないよう、

いろいろな対策をしていく。  

 

５．附属明細書 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条３項に規定する 

「事業報告を補足する重要な事項」は、特にない。 
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